[image: image1.wmf][image: image2.wmf][image: image3.wmf][image: image4.wmf]



学童保育廃止反対保護者の会活動記録








対市交渉


十月四日(火)、守口市の職員と学保協と保護者との交渉の場が市民会館で持たれました。　


　守口市側の出席者は、伊東教育次長、生涯学習課長（わいわい事業担当課長）、青少年課長(留守児担当課長)、青少年課長補佐の四人でした。


　冒頭に、「今日は、皆さんの意見を聞くだけでいいと言われて来たので、聞くだけです。お聞きしたことの回答をするつもりはありません。」というような無責任な発言が教育次長からあり、保護者からは「何のための話し合いの場なのか。」といった市への不信感が募り、各保護者からの質問に対しても、即答できるような準備もしておらず、守口市側のひとかけらの誠意も感じられないものでした。


　留守児とわいわい事業の一元化は、「来年度の四月から開始を目途にしております。」の一点張りで、事業内容もきちんと説明できないような段階で、開始時期だけを決定しているというのはどういうことでしょうか？子どもを他人に託すということは、子どもの命がかかっています。子どもを預けて仕事をしている保護者にとっては、「安全で、安心して預けることができる場所」がなければ就労を継続することはできません。子どもを預ける場所がどうなっていて、どんな内容の保育を実施してもらえるのかを明らかにされない限り、「安全・安心」


の保障はないのも同然


です。


保護者のみなさん、


もっと怒りを素直に感じ


て、守口市へぶつけてく


ださい！








市議会議員との面談


　


私たちは、この数ヶ月間で守口市の市会議員の十一人の方に面談をしていただきました。


公明党の井上議員、吉川議員、立住議員、小東議員、自由民主党もりぐちの池嶋議員、さわやか清風会の作田議員、三浦議員、西田議員、福西議員、江端議員、共産党の真崎議員です。


議員の方々には、「留守児の良さ・指導員の必要性・子どもたちの家庭に代わる生活の場所であること」などを伝え、学童保育の存続を訴えました。


　議員のみなさんには、お忙しい中、二時間から三時間という長時間に渡る訴えにも耳を傾けて聞いていただきました。


　中でも、議員の方々の留守児を廃止する目的としては、行財政改革にかかる指導員の人件費カットという共通の考え方があり、教育委員会側が留守児とわいわい事業を一元化する理由としてあげている「教育的観点から」という理念を唱えた議員の方は一人もいませんでした。


　子どももれっきとした守口市の市民です。市民福祉を享受する権利を持っています。子どもの最善の利益を何一つ議論もせず、考えないままで、「一元化」をゴリ押しする守口市の取り組みは、到底許せるものではありません。


　次代を担う子どもたちのために、何が一番最善なのか、将来のことをお金の勘定だけではなく、子どもの目線で親身になって考えてくださる議員の方は、守口市では少数派となっているのではないでしょうか？





太田房江大阪


府知事にも


　十一月九日(水)、天満橋に


あるドーンセンターで、「女性の働き方・働き続け方に関するセミナー」が開催されました。


　その会場にタウンミーティングとして太田府知事が参加され、府民の意見を聞きに来られるというニュースを知り、早速、守口市の現状を直訴するために駆けつけました。


　女性が働き続けるためには、保育サービスの充実・拡充は絶対必要です。しかし、現実の社会では、待機児童解消策としての保育所に関するサービスや内容は充実してきていますが、なぜか、小学校入学を境目とする学齢期に入ると、保育サービス(学童保育)の設置数や内容は大幅にダウンしています。なんだか不思議だと思いませんか？


　保育所に入所している子どもの数とほぼ同数程度の学童保育に対するニーズがあるのが自然だと思いませんか？小学校に入学してからの方が、共働き世帯が増えるのは当たり前ですよね。


　そういった観点から、女性が働き続けるためには絶対に学童保育は必要であり、充実・拡充すべき施策であること、また、国や府の少子化対策としての次世代育成支援、仕事と家庭の両立支援などにも示されているとおり、少子化に歯止めをかけ、就業環境を整備することは地方自治体の責務であり、すなわち、学童保育を廃止するという守口市の考え方は国や府の方針にも大きく逆行するものであることを訴えました。


　会場に参加していた多くの方が賛同してくださり、パネラーの方からも私たちへの共感の涙を流して、「太田知事、何とかしてあげてください。」と直接の訴えとエールをいただきました。





平成十七年


十一月二十日発行　








厚生労働省にも電話で…


　


十一月十八日(金)、守口市の考えている留守児とわいわい事業を「一元化」した後の新しい事業が、児童福祉法に規定された「放課後児童クラブ(学童保育)」に適合するものであるのか、補助金の交付元である国に聞いてみることにしました。担当は、厚生労働省雇用均等・児童家庭局育成環境課でした。


　ナント！予想もしなかったことが明らかになりました。


　厚生労働省雇用均等・児童家庭局育成環境課西浦さんのお話によると、「守口市から一元化についての相談」があったそうです！


　国としては「一元化の相談」についての回答はまだ出されていない状況のようです。


　しかし、「本来、市町村は責任を持って事業を行うべきである」ということを明言され、新事業を立ち上げる際には、「市民が求めていること」「一元化への保護者のニーズがあること」「絶対的に市民サービスの向上につながる事業であること」「児童の交流の拡大になること」を目的に掲げることが不可欠であると言われました。


　守口市がすでに公表している留守児とわいわいの「一元化」の目的は、行財政改革にかかる指導員の人件費カットによる財政効果を図るためとされています。そのことを説明すると、前述の西浦さんは、「新たな事業の目的が事務の効率化や金銭的な事柄であるとすれば、国として了承できないものである。」と言及されました。


保護者として、これからの「一元化」後の事業の是非を考えるときのキーポイントは…？


子どもや保護者に対するサービスの低下がないか？


事業実施の目的が単なる行政の事務の効率化・財政面などの金銭的な内容になって


いないか？


　　　　③　市民・保護者のニーズに沿


　　ったものになっているか？


　　　　　今後、守口市側がどのように私　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　たち保護者に対応するのか、し


　　　　　っかり見ていってください！


対
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次世代育成支援行動計画


　


国の少子化対策の一環として、「次世代育成支援推進法」が平成十五年に制定されました。この法律の基本理念「次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備を図る」ため、地方公共団体は行動計画を策定する義務を負うことになりました。


これに伴い、守口市でも平成十七年三月に「守口市次世代育成行動計画」が策定されています。この行動計画は、「生まれてよかった、育ててよかった、ふるさと、もりぐち」をキャッチフレーズに、子どもたちの健やかな成長を願う計画として、法律で義務付けられた子育て支援に関する事業を、平成二十一年度までにどれだけ達成するかという数値を目標事業量で表し、毎年、国に進捗状況を報告する義務も課せられています。


実は、この行動計画の中の目標事業のひとつとして、「放課後児童クラブ(学童保育)の実施」が掲げられています。


ナント、「平成二十一年度までに現事業のあり方を検討する中で、必要とする児童に対し、全小学校で実施する。」と明記されているではありませんか！


この行動計画の内容に共感し、ぜひとも私たちの活動に賛同していただくために、計画書を作った福祉部総務課を訪問しました。


張課長・森岡主任とお会いし、「教育委員会が計画内容に反することをしようとしている」ということで、何度もお話させていただきましたが、「自分たちはただ計画書をまとめただけである。」「今回の学童保育廃止の件は、ちゃんと聞いてなかった。」と弁明するのみの対応でした。


行政として、市民の税金を使って作った計画書を、「ただ作っただけ」「内容は(絵に描いた餅でも)知らない」などと羞恥心もなく言われる姿に唖然としました。


行政が発行する計画書は、市として取り組むべき課題を明らかにし、実現に向けて努力していくことが絶対条件であると思いませんか？恐るべし、守口市…！








というわけで…





　守口市になりかわり、ぜひ「次世代育成支援行動計画」の内容を実現させたいとの思いで、連続学習会を企画し、開催しました。


　第一回目は十一月八日(火)、計画書の策定懇話会会長を努められた大阪国際大学幼児保育科教授浅野俊道先生を講師にお招きし、「今、次代を担う子どもたちの親に求められているものとは？」を講演していただきました。


　十一月十五日(火)の第二回目には、計画書を作られた福祉部総務課の課長・主任をお招きし、「次世代育成支援行動計画の概要について」を講演していただきました。


　いずれも、すばらしい講演内容でしたが、ここでも共通して「計画書の中に掲載されている事業はそれぞれの事業担当課が実施するもので、指導する権限は誰も持っていない」ということでした。そんなことって民間では考えられないことですよね！


　今後も引き続き、この計画書を実効性のあるものにするために、行政への追求とともに、学習会も続けていきたいと思っています。


次回の講演は未定ですが、決まり次第みなさんにお知らせしていきたいと思います。





いろんな活動をして…





守口市には不思議なことがいっぱいあることがわかりました。


みなさんは、下島小学校の学童問題をご存知でしたか？


現在、下島小学校には留守児(学童保育)がありません。下島小学校の子どもたちのために留守児を作ろうとがんばっていた方にお会いすることができました。「空き教室がない」という守口市からの嫌がらせで、民間の学童保育所を立ち上げ十四年間も行政と戦って来られましたが、度重なる行政からの差別攻撃と財政難で、とうとう廃止に追いやられてしまいました。


留守児がない小学校の子どもたちは、隣の小学校の留守児に通わなければならないのです！





�





　これまでの活動でわかった特大スクープ!!　


わいわい活動事業の実行委員さんたちへの「一元化」に関する説明会で配布された資料を情報公開請求でゲットしました。


（仮称）・・・児童クラブ　　(案)





(仮称)・・・児童クラブの基本方針


目　　的　放課後等における安全で安心して過ごせる子どもの居場所として参加児童を見守り、遊び等を通して異年齢間の交流活動


を行う。その中で、児童の創造性、自主性、協調性を育み、もって児童の健全育成を図る。


運営主体　各校の実行委員会


活動内容　放課後、学校敷地内で児童の自主性を尊重しながら、文化・スポーツ・遊び等を通して異年齢交流のできる機会等を提供


し、パートナーによる指導助言を行う。


対象児童　1年生から6年生の全児童


基本体制　主任パートナー1人　地域パートナー4人（内2人は１～３年生保育に欠ける児童を担当）


　　　　　（複数のパートナー登録によるローテーション、参加児童数により地域パートナーの増減を行う）


　　　　　障害児のパートナーについては、市の委託契約による派遣。派遣要件は、保育に欠ける小学生1年生から3年生の障害児


で、保護者の申請等により教育委員会が必要と認めたもの。





実行委員会　　＊18小学校に実行委員会を設置し全校で開設（運営委託）


　　　　　　　　　　　　　　　↓


教育委員会が委嘱


主任パートナー


　　　　　　　　　　　　　　　↓


実行委員会が委嘱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育委員会が委託


地域パートナー　4人





障害児加配





1年生～6年生の全児童


1年生～3年生の児童のうち保育に欠ける児童





1年生～3年生の障害児のうち保育に欠ける児童





＊1年生～3年生の児童は、安全で安心して過ごせる居場所を確保する。


　　　　入会手続等


1年生～6年生の全児童は登録制・カードの発行


上記の内、保育に欠ける1年生～3年生児童は、申請・許可が必要


障害児のパートナーは、教育委員会が委託契約を締結し、実行委員会に派遣する。





開設日・開設時間　平日は授業終了後から午後5時まで。土曜日及び長期休業期間中は、午前9時から午後5時まで


　　　　　　　　　保育にかける1年生から3年生の児童は原則5時まで外出禁止。それ以外の1年生から6年生の児童は、出入り自由とする。


休会日　　　　 日曜日及び休日　　年末年始（12/29～1/3）　　その他実行委員会が別に定める日


開設場所　        各小学校の多目的教室及び空き教室


昼食等　       土曜日、長期休業期間中及び短縮授業等で給食のない日は、各自弁当持参


保育料　       無　料�
�
　一見、とってもいい事業内容に見えますよね～。でも、問題は指導員の先生のことがどこにも記載されていません。ということは…？？　　


現在の留守児(学童保育)のように、子どもたちの成長と発達を見守り、一人ひとりにきめ細かく対応してくださる指導員が


いないということは、「保育をしない」イコール「市民サービスの低下」につながるということです!!  活動内容は、今の”わいわい”だと思いませんか？指導員の先生方と子供達・保護者が長年に渡り大切にしてきたものが　何の相談もなく安易な考えにより消されようとしています。 子供達が楽しみにしている「わんぱくオリンピック」「キャンプ」「学童まつり」「卒会旅行」毎日のおやつなど色々ありますよね・・・                                                                                  　








学童保育廃止反対保護者の会　代表：工藤史子　守口市梶町Mail:eaazd909@mkc.zaq.ne.jp











